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北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う生徒の安全確保について

秋冷の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げま

す。

平素より、本校の教育活動やＰＴＡ活動に、ご支援とご協力を賜り、誠にあり

がとうございます。

さて、このたび、赤磐市教育委員会から北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う

対応について、生徒の安全確保のため、次の１，２のとおり対応するよう指示が

ありましたので、お知らせします。

記

１ 弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下した場合

岡山県への影響の有無に関わらず、安全が確認されるまで臨時休業とする。

※ 安全の確認については赤磐市教育委員会が行い、学校に伝達する。

※ 既に登校している生徒については学校で待機し、赤磐市教育委員会から

の連絡を待つ。

２ 岡山県においてＪアラートが作動した場合（１の場合を除く）

登校前の場合は自宅待機とし、登下校中または学校等で活動している場合は

避難行動をとり、Ｊアラートを通じて「日本の領土・領海の上空を通過した」

または「日本の領海外の海域に落下した」旨の情報が伝達されるまで自宅待機

や避難行動を継続する。

【避難行動】

○ 屋外にいる場合

・ 近くの建物の中、又は地下に避難する。

・ 物陰に身を隠すか、地下に伏せて頭部を守る。

○ 屋内にいる場合

・ 窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。

※ 必要に応じて「うさぎメール」で連絡します。


